
＜認定個人情報保護団体のお問い合わせ先＞
一般社団法人生命保険協会　生命保険相談所
〒100-0005　
東京都千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階
電話番号 03-3286-2648
受付時間 午前9時～午後5時

（土・日・祝日などの生命保険協会休業日を除く）
ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp

＜お問い合わせ先＞
スミセイコールセンター
電話番号 0120ｰ307506
受付時間 月～金曜日　午前9時～午後6時　
 土曜日　午前9時～午後5時
 〔日・祝日・年末年始（12/31～1/3）を除く〕
金融機関等代理店・保険ショップを通じてご加入の
お客さまは、下記の番号をご利用ください。
電話番号 0120ｰ506154
郵便局、ゆうちょ銀行、かんぽ生命を通じてご加入の
お客さまは、下記の番号をご利用ください。
電話番号 0120ｰ506873

b．　利用目的が法令により限定されている場合について
個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報

については、保険業法施行規則に基づき、返済能力の
調査に利用目的が限定されています。　　　　　　　
　また、保健医療等の「機微（センシティブ）情報」につ
いては、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運
営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限
定されています。

2．個人情報の収集方法
　当社は、上記の利用目的を達成するために必要な範囲
で、お客さまの住所・氏名・生年月日・性別・職業・健康状
態等の個人情報を、申込書・請求書・アンケート等の適正
な手段で収集させていただきます。

3．個人データの提供
　当社は、個人データを機密情報として厳正に管理し、次の
場合を除き、直接・間接を問わず、第三者に提供いたしません。
a．　あらかじめ本人の同意を得た場合
b．　個人情報保護法、番号法、その他の法令に基づく場合
c．　個人情報保護法に従ってお客さまの個人情報の共

同利用を行う場合
　・生命保険協会等との個人データの共同利用のお取扱

いについて
　 当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金およ

び入院給付金等のお支払が正しく確実に行なわれる
よう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医
療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時
照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定
の情報を特定の者と共同して利用しております。

　 当社は、業務の健全かつ適切な運営および保険募集の
公正を確保し、保険契約者等の利益の保護および生
命保険事業の健全な発達に資するよう、「募集人登録
情報照会制度」、「合格情報照会制度」、「廃業等募集人
情報登録制度及び代理店廃止等情報制度」、「変額保
険販売資格者登録制度」に基づき、募集人等に関する
所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

　・当社子会社との共同利用について
　 当社は、メディケア生命保険株式会社、その他事業報

告書等に記載されている当社の子会社との間で、個人
データを共同利用します。

d．　適切な安全管理に基づいて、上記の利用目的を達成
するために必要な範囲で、生命保険に関わる確認業務、
情報システムの保守、運送、印刷等の各種業務におい
て、個人情報の取扱いの一部または全部を外部委託する
場合があります。外部委託を行う場合、外部委託先に
おける個人情報の安全管理について適切に監督します。

e．　その他個人情報保護法に基づきお客さまの個人情
報を提供することが認められている場合

　　お客さまの個人番号については、番号法で認められた
　場合を除き、第三者に提供いたしません。
4．個人データの安全管理措置

a．　当社は、漏えい・滅失・き損・不正アクセスの防止その
他の個人データの安全管理のために、適正な情報セキュリ
ティを確立し、必要かつ適切な措置を講じてまいります。

b．　当社は、個人データの安全管理に関し、取得・利用・
保管・送付・廃棄等、管理段階ごとに社内規定を整備の
うえ、定期的に教育する等により、従業者に周知徹底

いたします。
c．　当社は、個人データの取扱いを委託する場合には、適

切な委託先を選定するとともに、委託先の義務と責任
を契約により明確にする等、委託先において個人情報
が安全に管理されるよう適切に監督いたします。

d．　個人データの安全管理措置は、定期的に見直し、
改善してまいります。

5．個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・ご要望
の窓口
　当社は、個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・
ご要望に適切かつ迅速に対応いたします。
下記の＜お問い合わせ先＞までお申し出ください。

6．個人情報保護法に基づく保有個人データの開示等に関
するご請求
　個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的
の通知、開示、訂正または利用停止等に関するご請求につい
ては、下記の＜お問い合わせ先＞までお申し出ください。
なお、利用目的の通知、開示請求については別途ご案内
する所定の手数料をいただきます。

7．当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体に
ついて
　当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生
命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の
個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

　本方針は個人情報保護法、その他関係法令、ガイドライン
等に基づき当社ホームページで継続して公表しております。
　本方針は今後の安全管理上の技術向上などを反映し適
宜変更する場合があります。変更内容はホームページ上で公
表いたします。
※「関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供」、「お客

さま種類ごとの利用目的の例示」、「従業員等の個人情報の利用目的」、
「再保険を行う場合の個人データのお取扱い」ならびに「当社の企業保険
商品にご加入のお客さまへのご案内」等、本方針の詳細は当社ホーム
ページをご覧ください。
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【リスク管理体制図】

当社では、健全な財務基盤を確保し、ご契約いただいたお客
さまに保険金等を確実かつ適切にお支払いするため、経営を
取り巻くさまざまなリスクを把握・分析し、適切なリスクコント
ロールを行っています。具体的には、「保険引受リスク」「流動
性リスク」「資産運用リスク」「オペレーショナル・リスク」等、そ

れぞれのリスク特性に応じたリスクコントロールを行ってお
り、リスク管理態勢の整備・高度化にも取り組んでいます。

また、通常のリスク管理では対応困難な大規模災害等の危
機については、危機管理規程を定め、危機予防および危機発
生時の対応体制の整備に取り組んでいます。

基本認識

取締役会にて決議した「統合的リスク管理方針」におい
て、統合的なリスク管理態勢や経営の基盤となる普遍的な
リスクに対する姿勢等を定めています。さらに、「統合的リス
ク管理方針」に基づいて定めた「保険引受リスク管理方針」
等の各リスク・カテゴリーの管理方針の中で、それぞれの管
理態勢を定めています。また、これらの方針に基づく「統合

的リスク管理規程」および各リスク管理規程において具体
的なリスク管理の手法について定めるとともに、定量的なリ
スク管理の前提となるリスク計測モデルの重要性に鑑み、
これを適切に管理するために「リスク計測モデル管理規程」
を定めています。

リスク管理に関する方針、規程等

取締役会、経営政策会議は、統合的リスク管理方針等に基
づき、リスク状況について報告を受け、統合的リスク管理態
勢の実効性の評価、問題点等の検証を行っています。

リスク管理統括部と各リスク管理部門は、統合的リスク管
理方針等に基づき、適切に連携し、本社、支社、子会社等およ
び外部委託先の各リスクを管理する態勢としています。

また、ERM*委員会は、リスク状況を適切にモニタリング
し、リスク管理に関する部門横断的な課題対応やERMの経
営への活用等について審議を行っています。

さらに、リスク管理について内部監査や外部監査による検証
を受けることで一層の適切性・有効性の確保を図っております。

リスク管理体制

＊Enterprise Risk Managementの略
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当社では、将来にわたり確実な保険金等のお支払いを行
うため、経営環境が変化する中で生じるさまざまなリスクを
全社的な観点から統合的に評価し、自己資本等と比較する
こと等を通じて、事業全体としてリスクをコントロールする
統合的リスク管理・運営を行っています。

当社では、経済価値ベースで統合的リスク管理を行って

おり、当社のリスク選好や各リスクの特性および当社の自己
資本等（リスクバッファー）の状況を勘案して設定した各リス
ク・カテゴリーのリスクリミットや会社全体のリスク許容度
と、各リスク・カテゴリーのリスク量や会社全体の統合リスク
量を比較するなど、リスク状況を適時適切にモニタリングす
ること等を通じて、リスクをコントロールしています。

統合的リスク管理 保険引受リスク

リスクの定義
保険引受リスクとは、経済情勢や保険事故の発生率等が

保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を
被るリスクをいいます。

保険引受リスク管理の取組み
保険引受リスク管理部門は、保険商品の開発に際して、

保険事故発生率の不確実性や経済環境の変化による負債
特性の変化等、内在するリスクの分析・評価をするととも
に、保険料等の価格設定においては、基礎データの信頼度
を考慮した計算基礎率の設定等により、将来の保険金等の
お支払いが確実に履行できるよう十分配慮しています。

また、被保険者の健康状態等に応じて、どのような条件

でご契約を締結するかを決める引受基準の設定にあたり、
保険事故の予定発生率に対する実際発生率の比較・検証
等により、保険商品の基礎率等に応じて適切に設定されて
いることを確認しています。

さらに、保険商品の発売後においては、収支状況、保険事
故の発生率の状況および負債特性の状況等についての把
握・分析、将来収支予測およびリスク量の計測等により、リス
ク状況のモニタリングを定期的に行っています。

保険料設定時の予測に反して、保険事故発生率の悪化
等、リスクに変化がある場合には、必要に応じて「引受基準」

「保険商品の販売方針」「保険料率」の変更等の措置を講じ
ています。

流動性リスク

リスクの定義
　流動性リスクは、資金繰りリスクと市場流動性リスクに大
別できます。
　資金繰りリスクとは、財務内容の悪化等による新契約の
減少に伴う保険料収入の減少、大量ないし大口解約に伴う
解約返戻金支出の増加、巨大災害での資金流出により資金
繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格で
の取引等を余儀なくされることにより損失を被るリスクを
いいます。
　市場流動性リスクとは、市場の混乱等により市場において
取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での
取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいい
ます。

流動性リスク管理の取組み
　資金繰りリスクについては、日々の資金繰りの管理運営を
行う資金繰り管理部門において、保険料収入・保険金支払等
保険契約に関わる資金移動や資産運用関係の資金移動等、
会社全体のキャッシュフローを一元的に把握するとともに、
将来のキャッシュフロー予測に基づき確実に資金準備を行う
こととしています。
　流動性リスク管理部門は資金繰りの状況報告を受けると
ともに、資金繰りの逼迫度に応じてとるべき対応策を定め、流
動性危機時等における対応体制を構築しています。
　市場流動性リスクについては、資産ごとの市場規模等に基
づき、一定期間内におけるキャッシュ化可能額を推計し、不測
の事態に対処できるよう努めています。また、流動性の低い資
産については、残高上限を設定し、定期的に確認しています。

　当社では、統合的リスク管理におけるリスク計測モデル
では把握が困難な事象として、大規模な自然災害や金融
市場の大きな混乱といった最悪のシナリオを想定したスト
レス・テストを実施し、当社の健全性に与える影響を分析

しています。
　ストレス･テストの結果は、取締役会等に報告され、経営
戦略上の対応や財務基盤の強化等の検討に役立てています。

ストレス・テストの実施

　ALMとは、資産（Asset）と負債（Liability）を総合的に管
理（Management）することをいいます。生命保険会社に
おける負債の大半は、将来の保険金等をお支払いするため
に積み立てている責任準備金であり、市場環境等の悪化時
にも保険金等のお支払いを確実に行うため、資産と負債を

適切に管理することが重要となります。
　当社では、ERM委員会において、負債特性を踏まえた
資産運用戦略や金利リスクの状況等のALMに関する重要
事項について審議を行い、リスクを適切にコントロールしつ
つ、収益の向上を図っています。

ALM体制

当社では、リターン・リスク・資本についてより一体的な
管理を進め、リスクを適正にコントロールし、財務の健全性
を確保することで保険金等の確実なお支払いを実現すると
ともに、資本を有効活用し効率的にリターン（企業価値）の
向上を図ることでお客さまの利益に貢献する「ＥＲＭ経営の
推進」※１に取り組んでいます。

ＥＲＭに関するリスク管理の取組みとして、「資本を有効
活用して、どのようなリスクをどの程度のリスク量まで取って
リターンを獲得するのか」という経営上のリスク選好（定性
面・定量面）を明確化し、リターンとのバランスに配慮し
つつ、リスクを適切にコントロールしています。

また、「リスクアペタイト・ステートメント」を社内で周知する
ことなどを通じて、リスク文化※２の醸成に努めています。

統合的リスク管理やＥＲＭ経営推進の取組み状況は、
ORSA※３レポートとして体系的に取りまとめ、統合的リスク
管理の高度化やＥＲＭ経営のさらなる推進に活用しています。

ＥＲＭ経営の推進

※１　詳細はＰ22（経営基本方針「ERM経営の推進」）参照。
※２　「収益の源泉として取るべきリスクを明確化し、どの程度のリスクを取っ

て、どの程度リターンを獲得するのか」を検討していく風土。
※３　Own Risk and Solvency Assessmentの略

■再保険を付す際の方針
再保険に係る方針

　当社では、保有する保険引受リスクの内容、規模、集中度等を踏まえ、リスクの分散または収益の安定化等が必要な場合に、再保険の活用に
より、保険事業経営の安定化を図ることとしています。

■再保険を引き受ける際の方針
　再保険の引受けに関しては、保険引受リスクが経営に影響を与えない範囲内で、リスクの特性および収益性等を踏まえ行うこととしています。

106 住友生命2017年度　ディスクロージャー誌 ［統合報告書］ 住友生命2017年度　ディスクロージャー誌 ［統合報告書］ 107

経営体制 リスク管理体制



当社では、将来にわたり確実な保険金等のお支払いを行
うため、経営環境が変化する中で生じるさまざまなリスクを
全社的な観点から統合的に評価し、自己資本等と比較する
こと等を通じて、事業全体としてリスクをコントロールする
統合的リスク管理・運営を行っています。

当社では、経済価値ベースで統合的リスク管理を行って

おり、当社のリスク選好や各リスクの特性および当社の自己
資本等（リスクバッファー）の状況を勘案して設定した各リス
ク・カテゴリーのリスクリミットや会社全体のリスク許容度
と、各リスク・カテゴリーのリスク量や会社全体の統合リスク
量を比較するなど、リスク状況を適時適切にモニタリングす
ること等を通じて、リスクをコントロールしています。

統合的リスク管理 保険引受リスク

リスクの定義
保険引受リスクとは、経済情勢や保険事故の発生率等が

保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を
被るリスクをいいます。

保険引受リスク管理の取組み
保険引受リスク管理部門は、保険商品の開発に際して、

保険事故発生率の不確実性や経済環境の変化による負債
特性の変化等、内在するリスクの分析・評価をするととも
に、保険料等の価格設定においては、基礎データの信頼度
を考慮した計算基礎率の設定等により、将来の保険金等の
お支払いが確実に履行できるよう十分配慮しています。

また、被保険者の健康状態等に応じて、どのような条件

でご契約を締結するかを決める引受基準の設定にあたり、
保険事故の予定発生率に対する実際発生率の比較・検証
等により、保険商品の基礎率等に応じて適切に設定されて
いることを確認しています。

さらに、保険商品の発売後においては、収支状況、保険事
故の発生率の状況および負債特性の状況等についての把
握・分析、将来収支予測およびリスク量の計測等により、リス
ク状況のモニタリングを定期的に行っています。

保険料設定時の予測に反して、保険事故発生率の悪化
等、リスクに変化がある場合には、必要に応じて「引受基準」

「保険商品の販売方針」「保険料率」の変更等の措置を講じ
ています。

流動性リスク

リスクの定義
　流動性リスクは、資金繰りリスクと市場流動性リスクに大
別できます。
　資金繰りリスクとは、財務内容の悪化等による新契約の
減少に伴う保険料収入の減少、大量ないし大口解約に伴う
解約返戻金支出の増加、巨大災害での資金流出により資金
繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格で
の取引等を余儀なくされることにより損失を被るリスクを
いいます。
　市場流動性リスクとは、市場の混乱等により市場において
取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での
取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいい
ます。

流動性リスク管理の取組み
　資金繰りリスクについては、日々の資金繰りの管理運営を
行う資金繰り管理部門において、保険料収入・保険金支払等
保険契約に関わる資金移動や資産運用関係の資金移動等、
会社全体のキャッシュフローを一元的に把握するとともに、
将来のキャッシュフロー予測に基づき確実に資金準備を行う
こととしています。
　流動性リスク管理部門は資金繰りの状況報告を受けると
ともに、資金繰りの逼迫度に応じてとるべき対応策を定め、流
動性危機時等における対応体制を構築しています。
　市場流動性リスクについては、資産ごとの市場規模等に基
づき、一定期間内におけるキャッシュ化可能額を推計し、不測
の事態に対処できるよう努めています。また、流動性の低い資
産については、残高上限を設定し、定期的に確認しています。

　当社では、統合的リスク管理におけるリスク計測モデル
では把握が困難な事象として、大規模な自然災害や金融
市場の大きな混乱といった最悪のシナリオを想定したスト
レス・テストを実施し、当社の健全性に与える影響を分析

しています。
　ストレス･テストの結果は、取締役会等に報告され、経営
戦略上の対応や財務基盤の強化等の検討に役立てています。

ストレス・テストの実施

　ALMとは、資産（Asset）と負債（Liability）を総合的に管
理（Management）することをいいます。生命保険会社に
おける負債の大半は、将来の保険金等をお支払いするため
に積み立てている責任準備金であり、市場環境等の悪化時
にも保険金等のお支払いを確実に行うため、資産と負債を

適切に管理することが重要となります。
　当社では、ERM委員会において、負債特性を踏まえた
資産運用戦略や金利リスクの状況等のALMに関する重要
事項について審議を行い、リスクを適切にコントロールしつ
つ、収益の向上を図っています。

ALM体制

当社では、リターン・リスク・資本についてより一体的な
管理を進め、リスクを適正にコントロールし、財務の健全性
を確保することで保険金等の確実なお支払いを実現すると
ともに、資本を有効活用し効率的にリターン（企業価値）の
向上を図ることでお客さまの利益に貢献する「ＥＲＭ経営の
推進」※１に取り組んでいます。

ＥＲＭに関するリスク管理の取組みとして、「資本を有効
活用して、どのようなリスクをどの程度のリスク量まで取って
リターンを獲得するのか」という経営上のリスク選好（定性
面・定量面）を明確化し、リターンとのバランスに配慮し
つつ、リスクを適切にコントロールしています。

また、「リスクアペタイト・ステートメント」を社内で周知する
ことなどを通じて、リスク文化※２の醸成に努めています。

統合的リスク管理やＥＲＭ経営推進の取組み状況は、
ORSA※３レポートとして体系的に取りまとめ、統合的リスク
管理の高度化やＥＲＭ経営のさらなる推進に活用しています。

ＥＲＭ経営の推進

※１　詳細はＰ22（経営基本方針「ERM経営の推進」）参照。
※２　「収益の源泉として取るべきリスクを明確化し、どの程度のリスクを取っ

て、どの程度リターンを獲得するのか」を検討していく風土。
※３　Own Risk and Solvency Assessmentの略

■再保険を付す際の方針
再保険に係る方針

　当社では、保有する保険引受リスクの内容、規模、集中度等を踏まえ、リスクの分散または収益の安定化等が必要な場合に、再保険の活用に
より、保険事業経営の安定化を図ることとしています。

■再保険を引き受ける際の方針
　再保険の引受けに関しては、保険引受リスクが経営に影響を与えない範囲内で、リスクの特性および収益性等を踏まえ行うこととしています。
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資産運用リスク

リスクの定義
資産運用リスクとは、保有する資産・負債（オフ・バランスを

含む）の価値が変動し、損失を被るリスクをいい、次の３つ
からなります。
①市場リスク・・・金利、為替、株価等の様々な市場のリスク･

ファクターの変動により、保有する資産・負債（オフ・バラン
スを含む）の価値が変動し損失を被るリスク

②信用リスク・・・信用供与先の財務状況の悪化等により、
資産（オフ・バランスを含む）の価値が減少ないし消失し、
損失を被るリスク

③不動産投資リスク・・・賃貸料等の変動等を要因として、不
動産に係る収益が減少するリスク、および市況の変化等を
要因として不動産価格が下落し損失を被るリスク、ならび
に不動産に関する事故の発生等により損失を被るリスク

資産運用リスク管理の取組み
当社では、資産運用リスクについて、資産と負債の総合的

な管理（ＡＬＭ）を適切に遂行し、削減するリスクと、負債コス
トに対する超過収益の源泉として増加を許容するリスクを明
確にしたうえで、適切にコントロールすることとしています。

当社では、資産運用ポートフォリオ全体、および運用目的
に応じて区分した各ポートフォリオについて、リスク量として
VaR＊を計測し、それぞれに設定したリスクリミットと比較す
ることで、リスク状況をモニタリングしています。

また、資産運用リスクを構成する市場リスク、信用リスクお
よび不動産投資リスクについても、リスク量（VaR）とリスク
リミットを比較することなどにより、リスクの把握・管理に努
めています。

資産運用リスクの管理部門は、投融資の執行部門とは独
立しており、組織面においても内部牽制機能を発揮できるも
のとしています。また、リスク管理の枠組みから具体的なリ
スク管理手法までを規程・細則として細かく定義し、各執行
部門に遵守させることにより、実効性の高いリスク管理体制
の構築を図っています。

（１）市場リスク
市場リスクを有する主な資産は、公社債、株式、外国証券

等の有価証券や貸付金です。これらの資産および負債の価
値が、マーケットの変化によりどの程度の損失を被る可能性
があるかを把握・分析するため、株価や金利などのマーケッ
トの変動性などから、市場リスクを有する資産･負債全体の
リスク量としてVaRを計測しています。

（２）信用リスク
信用リスクを有する主な資産は、貸付金、公社債等です。

個別投融資先に対し信用力に応じた社内格付＊1を付与する
とともに、定期的に社内格付を見直し、信用状況の変化を管
理しています。さらに、社内格付の水準ごとに設定した格付
推移確率や、デフォルト発生時の投融資元本の予想回収率
等を用いたモンテカルロ・シミュレーション＊2により、信用リス
クを有する資産全体のリスク量としてVaRを計測しています。
＊1 社内格付（制度）：投融資先のキャッシュフロー生成能力、財務体力等を総

合的に評価した信用力に応じて10ランクに区分し、投融資判断の基準およ
びポートフォリオ全体の信用リスク状況を把握・分析するための基準として
利用している。

＊2 モンテカルロ・シミュレーション：乱数を用いて統合的な損益額の分布を生
成し、リスク量を計測する手法。

（３）不動産投資リスク
不動産への投資においては、投資利回りおよび収益予測

の検証を行い、投資対象を選別するとともに、保有物件の立
地、用途等の観点から不動産ポートフォリオの分散を図って
います。また、空室の解消や計画的・効果的な営繕工事等を
通じて物件価値向上のための取組みを行っています。

また、保有する不動産の経年劣化等に起因する事故の発
生等を未然に防止する観点から、建物調査や営繕工事の状
況についても、定期的にモニタリングを行っています。　

さらに、不動産価格の変動性などから、ポートフォリオ全体
のリスク量としてVaRを計測しています。

＊ VaR（バリュー・アット・リスク）：過去の株価や金利などの変動率をリスクの
大きさと捉え、現在保有する資産・負債ポートフォリオに過去の変動率を当
てはめて理論的に算出した、一定の確率の下で生じる最大損失金額。

オペレーショナル・リスク  ―事務リスク

リスクの定義
事務リスクとは、正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等

を起こすことにより損失を被るリスクをいいます。

事務リスク管理の取組み
事務リスク管理においては、業務の健全かつ適切な運営

を図るため、事務リスク管理方針に基づいて事務リスクの極
小化に取り組んでいます。具体的には、本社、支社、海外駐在
員事務所等の各組織が、社内規定等に則って事務を執行し、

それに伴うリスクを自律的に管理するとともに、内部監査部
による確認もあわせて行っています。

また、事務リスク管理部門は、ＰＤＣＡサイクル＊の継続的実
践による全社的な事務リスク管理に努め、各組織は、事務リ
スクの未然防止に取り組むとともに、誤った事務処理等が発
生した場合には、お客さま対応、原因分析、再発防止策の策
定を、的確かつ速やかに行うよう努めています。

＊ PDCAサイクル：Plan（計画）、Do（実施・実行）、Check（点検・評価）、Action
（処置・改善）のサイクルを繰り返すことで継続的な業務改善を行う仕組み。

オペレーショナル・リスク  ―システムリスク

リスクの定義
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンもしく

は誤作動等のシステム不備等、またはコンピュータの不正使
用等により損失を被るリスクをいいます。

システムリスク管理の取組み
システムリスク管理においては、当社の業務・サービスを

根幹で支え、大切なお客さまの情報を管理しているコン
ピュータシステムの安定的かつ安全な稼動を確保するため
に、セキュリティポリシーおよびシステムリスク管理方針に
基づいた各種対策の実施とシステムの運行管理に努めてい

ます。具体的には、故障・障害等の発生に備えたバックアップ
の仕組みの整備のほか、お客さま情報の漏えいやシステム
への不正アクセス防止対策など、インターネットサービスを
お客さまに安心してご利用いただけるよう、多層的なサイ
バーセキュリティ対策の実施にも努めています。

また、当社では、メインのコンピュータセンターを関西に、
バックアップセンターを関東に設置しており、大規模災害等
不測の事態の発生時にも、お客さまへのサービスの継続的
なご提供と迅速な対応が行える体制の維持・確保にも取り
組んでいます。
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資産運用リスク

リスクの定義
資産運用リスクとは、保有する資産・負債（オフ・バランスを

含む）の価値が変動し、損失を被るリスクをいい、次の３つ
からなります。
①市場リスク・・・金利、為替、株価等の様々な市場のリスク･

ファクターの変動により、保有する資産・負債（オフ・バラン
スを含む）の価値が変動し損失を被るリスク

②信用リスク・・・信用供与先の財務状況の悪化等により、
資産（オフ・バランスを含む）の価値が減少ないし消失し、
損失を被るリスク

③不動産投資リスク・・・賃貸料等の変動等を要因として、不
動産に係る収益が減少するリスク、および市況の変化等を
要因として不動産価格が下落し損失を被るリスク、ならび
に不動産に関する事故の発生等により損失を被るリスク

資産運用リスク管理の取組み
当社では、資産運用リスクについて、資産と負債の総合的

な管理（ＡＬＭ）を適切に遂行し、削減するリスクと、負債コス
トに対する超過収益の源泉として増加を許容するリスクを明
確にしたうえで、適切にコントロールすることとしています。

当社では、資産運用ポートフォリオ全体、および運用目的
に応じて区分した各ポートフォリオについて、リスク量として
VaR＊を計測し、それぞれに設定したリスクリミットと比較す
ることで、リスク状況をモニタリングしています。

また、資産運用リスクを構成する市場リスク、信用リスクお
よび不動産投資リスクについても、リスク量（VaR）とリスク
リミットを比較することなどにより、リスクの把握・管理に努
めています。

資産運用リスクの管理部門は、投融資の執行部門とは独
立しており、組織面においても内部牽制機能を発揮できるも
のとしています。また、リスク管理の枠組みから具体的なリ
スク管理手法までを規程・細則として細かく定義し、各執行
部門に遵守させることにより、実効性の高いリスク管理体制
の構築を図っています。

（１）市場リスク
市場リスクを有する主な資産は、公社債、株式、外国証券

等の有価証券や貸付金です。これらの資産および負債の価
値が、マーケットの変化によりどの程度の損失を被る可能性
があるかを把握・分析するため、株価や金利などのマーケッ
トの変動性などから、市場リスクを有する資産･負債全体の
リスク量としてVaRを計測しています。

（２）信用リスク
信用リスクを有する主な資産は、貸付金、公社債等です。

個別投融資先に対し信用力に応じた社内格付＊1を付与する
とともに、定期的に社内格付を見直し、信用状況の変化を管
理しています。さらに、社内格付の水準ごとに設定した格付
推移確率や、デフォルト発生時の投融資元本の予想回収率
等を用いたモンテカルロ・シミュレーション＊2により、信用リス
クを有する資産全体のリスク量としてVaRを計測しています。
＊1 社内格付（制度）：投融資先のキャッシュフロー生成能力、財務体力等を総

合的に評価した信用力に応じて10ランクに区分し、投融資判断の基準およ
びポートフォリオ全体の信用リスク状況を把握・分析するための基準として
利用している。

＊2 モンテカルロ・シミュレーション：乱数を用いて統合的な損益額の分布を生
成し、リスク量を計測する手法。

（３）不動産投資リスク
不動産への投資においては、投資利回りおよび収益予測

の検証を行い、投資対象を選別するとともに、保有物件の立
地、用途等の観点から不動産ポートフォリオの分散を図って
います。また、空室の解消や計画的・効果的な営繕工事等を
通じて物件価値向上のための取組みを行っています。

また、保有する不動産の経年劣化等に起因する事故の発
生等を未然に防止する観点から、建物調査や営繕工事の状
況についても、定期的にモニタリングを行っています。　

さらに、不動産価格の変動性などから、ポートフォリオ全体
のリスク量としてVaRを計測しています。

＊ VaR（バリュー・アット・リスク）：過去の株価や金利などの変動率をリスクの
大きさと捉え、現在保有する資産・負債ポートフォリオに過去の変動率を当
てはめて理論的に算出した、一定の確率の下で生じる最大損失金額。

オペレーショナル・リスク  ―事務リスク

リスクの定義
事務リスクとは、正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等

を起こすことにより損失を被るリスクをいいます。

事務リスク管理の取組み
事務リスク管理においては、業務の健全かつ適切な運営

を図るため、事務リスク管理方針に基づいて事務リスクの極
小化に取り組んでいます。具体的には、本社、支社、海外駐在
員事務所等の各組織が、社内規定等に則って事務を執行し、

それに伴うリスクを自律的に管理するとともに、内部監査部
による確認もあわせて行っています。

また、事務リスク管理部門は、ＰＤＣＡサイクル＊の継続的実
践による全社的な事務リスク管理に努め、各組織は、事務リ
スクの未然防止に取り組むとともに、誤った事務処理等が発
生した場合には、お客さま対応、原因分析、再発防止策の策
定を、的確かつ速やかに行うよう努めています。

＊ PDCAサイクル：Plan（計画）、Do（実施・実行）、Check（点検・評価）、Action
（処置・改善）のサイクルを繰り返すことで継続的な業務改善を行う仕組み。

オペレーショナル・リスク  ―システムリスク

リスクの定義
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンもしく

は誤作動等のシステム不備等、またはコンピュータの不正使
用等により損失を被るリスクをいいます。

システムリスク管理の取組み
システムリスク管理においては、当社の業務・サービスを

根幹で支え、大切なお客さまの情報を管理しているコン
ピュータシステムの安定的かつ安全な稼動を確保するため
に、セキュリティポリシーおよびシステムリスク管理方針に
基づいた各種対策の実施とシステムの運行管理に努めてい

ます。具体的には、故障・障害等の発生に備えたバックアップ
の仕組みの整備のほか、お客さま情報の漏えいやシステム
への不正アクセス防止対策など、インターネットサービスを
お客さまに安心してご利用いただけるよう、多層的なサイ
バーセキュリティ対策の実施にも努めています。

また、当社では、メインのコンピュータセンターを関西に、
バックアップセンターを関東に設置しており、大規模災害等
不測の事態の発生時にも、お客さまへのサービスの継続的
なご提供と迅速な対応が行える体制の維持・確保にも取り
組んでいます。
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大規模災害等への対策について
　当社では、大規模な災害や深刻な風評被害の発生など、通常のリスク管理だけでは対処できない危機が発生した場合
の対応体制を「危機管理規程」に定めています。この規程に基づいて、大地震をはじめとする大規模な災害等に対する対応
内容を「大規模災害等対策マニュアル」に定め、被災下で会社の意思決定・事務遂行能力を維持するための体制や、被災時
の保険手続きに関する事務体制・復旧手順等を規定しています。加えて、万一の際にこれらの対応内容が有効に機能する
よう訓練を実施するとともに、訓練結果等を踏まえて随時マニュアルの見直し・改定を行うなど、平時より体制の維持・向上
に努めています。東日本大震災や平成２８年熊本地震においても、このマニュアルに基づいて地震発生直後に危機対策
本部を立ち上げ、対策本部の意思決定のもと、保険金等のお支払いをはじめとするお客さまへの対応を迅速に行ってまい
りました。
　また、当社では本社ビルやシステムセンター等の本社機能が停止する場合を想定し、保険金等支払などの重要業務を
継続するための対応を「業務継続計画（ＢＣＰ）」に定めています。この計画に基づき、災害やテロ、新型インフルエンザ発生時
等の対応の詳細を「業務継続マニュアル」として策定するなど、お客さまの信頼に十分にお応えするために迅速かつ適切な
対応が行えるよう体制を整備しています。

オペレーショナル・リスク  ―情報リスク

リスクの定義
情報リスクとは、顧客情報等の漏えい、滅失、き損等により

損失を被るリスクをいいます。

情報リスク管理の取組み
情報リスク管理においては、顧客情報等が漏えいし、お客

さまの大切な権利・利益や当社の健全な業務運営が損なわ
れることがないよう、セキュリティポリシーおよび顧客情報
等管理方針に基づいて、顧客情報等を適切に管理しています。
具体的には、保管・送付・廃棄等の各段階における顧客情報等
の適切な取扱いを社内規定として明確化し、これらのルール
を社内報や社内研修等の機会を通じて役職員に周知徹底

するとともに、各組織の情報管理状況を把握し、必要な対策
を講じています。さらに、情報リスクの状況や課題についての
全社横断的な審議機関として、「お客さま情報等保護小委員
会」をＥＲＭ委員会傘下に設置し、安全管理を推進しています。

また、顧客情報等の取扱いの一部を外部に委託する場合、
顧客情報等の安全管理が図られるよう、適切な委託先を選
定するとともに、委託先の義務と責任を明確に規定した契約
書を締結する等、適切に監督しています。このような顧客情
報等の安全管理状況については、内部監査部が実施する内
部監査でも適宜確認しており、確認結果に基づき安全管理
措置の充実・強化に取り組んでいます。

当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保護機構」と
いいます。）に加入しております。保護機構の概要は、以下の
とおりです。

・保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保
護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、
生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度とし
て、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における
資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、
補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求
権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図
り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目
的としています。

・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻
保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難にな
ることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機
構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行
い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。

・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連
動型保険契約の特定特別勘定※1に係る部分を除いた国
内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利
率契約※2を除き、責任準備金等※3の90%とすることが、保
険業法等で定められています（保険金・年金等の90％が補
償されるものではありません。※4）。

・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減
に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するため
に、契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死
亡率、予定事業費率等）の変更が行われる可能性があり、
これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがありま
す。あわせて、早期解約控除制度（保険集団を維持し、保険
契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定
期間特別な解約控除を行う制度）が設けられる可能性も
あります。

※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡
保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険契約に係る特別勘定を指
します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しな
い更生計画を作成することが可能です（実際に削減しないか否かは、個別
の更生手続の中で確定することとなります）。

※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（注1）を超えていた契約
を指します（注2）。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下
のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合
の弁済率が下限となります。

　　　高予定利率契約の補償率 ＝ 90％－｛（過去5年間における各年の予定
利率－基準利率）の総和÷2｝

（注1）基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金
融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準
利率は、3％となっております。

（注2）一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、
主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなし
て、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。ま
た、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被
保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険
契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当する
か否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契
約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわら
ず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断すること
になります。

※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や
運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。

※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その
90％が補償されるものではありません。

「生命保険契約者保護機構」について
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